
２００９年度会費 特定非営利活動法人Healthy Aging Projects for Women（略称HAP）会費付則
2009年9月1日

正会員 ¥5,000
賛助会員 協賛 １口５万円以上

正会員の特典 １） 総会における議決権を１票有する

２） 当会が行う研究（フィールドリサーチ）等に直接研究者として参加し、学会等でともに発表することができる。

３） 正会員費用にて研修、講演会、ミニレクチャー等これに準ずる事業に参加できる

４） 所定の申請手続きにより理事会の許可をえて、下記の活動を行うことができる

①　共催研修会･講演会・ミニレクチャー等これに準ずる事業

②　アンケート調査・フィールドリサーチを共同研究の形での企画･実施

③　”HAP”が運営するHPにおける　記事、情報提供、情報公開

④　その他　①から③に準ずる活動

８） 正会員対象に作成した資材等の入手（費用については実費）

９） 正会員向け情報の入手

10) その他　上記に準じる期間等限定事業への参加

賛助会員の特典 １） 総会における議決権を１票有する

２） 本研究会との共同研究、共催事業などの企画・運営に参加できる(理事会の了承が必要）

３） 賛助会員費用にて　研修・講演会・ミニレクチャ等これに準ずる事業に参加できる(各回2名まで）

４） その他　賛助会員向けの情報の入手ができる。

５） 賛助会員費用になるときに、理事会の了承が必要ですのでご了承下さい。



　　　会員の入会は、事務局承認事項（事務局長の承認印を要する）とする。


